
福島市公告第 158 号 

 

用地取得・物件補償管理システム導入業務委託を行う公募型プロポーザル事業者募集手続き開始に

ついて 

 

用地取得・物件補償管理システム導入業務委託受託者を下記のとおり募集します。 

 

令和８年 ６月２３日 

福島市長 馬場 雄基     

 

記 

 

１ 業務概要 

（１） 委託業務の名称 

用地取得・物件補償管理システム導入業務委託 

（２） 業務の内容 

特記仕様書のとおり 

（３） 委託契約期間 

契約締結日から令和９年３月 18日（木）まで 

（４） 委託料の上限額 

６,７１０,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 参加資格要件 

参加資格要件は次に掲げる全ての条件を満たす事業者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２） 会社更生法（平成１４年法 律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていない者（会社更正法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に

基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又

は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

（３） 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てがなされていない者で

あること。 

（４） 福島市の令和８年度業務委託有資格業者名簿の「電算業務」に登載されている者である

こと。ただし、複数の構成員からなる任意に結成されたグループとして参加する場合は、

代表事業者以外の構成員はこの限りではない。 

（５） 募集開始の日からプロポーザル審査会の日までに、福島市から競争入札参加停止を受けて



 

いないこと。 

（６） 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受

注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その

他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団

員若しくは暴力団員の配偶者であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

ると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

（７） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（８） 過去５年以内（令和３年４月１日～令和８年３月３１日）に日本国内で地方公共団体が委託した

用地取得・物件補償管理システムの導入業務（以下、「同種業務」という。）又は左記の類似業

務（システムに関する業務）を元請として受託した実績があること。 

（９） 業務全般に責任を持つ責任者及び担当技術者は、上記（８）業務の担当業務実績を有するこ

と。 

 

３ 参加手続き等 

「用地取得・物件補償管理システム導入業務委託公募型プロポーザル実施要領」及び「用地取得・

物件補償管理システム導入業務委託特記仕様書」を確認のうえ、必要書類を期限までに提出するこ

と。 

なお、当該実施要領、特記仕様書その他申請に必要な書類等については、福島市ホームページの

入札情報内に掲載するので、ダウンロードにより入手すること。 

 

４ 事業者選定方法 

「用地取得・物件補償管理システム導入受託者選定審査会」の審査において、提出書類及び審査会

ヒアリングの採点結果をもとに、優先交渉事業者及び第 2位優先交渉事業者を決定する。 

 

５ 担当部局 

  〒960-8601 福島市五老内町 3番 1号 

  福島市 建設部道路整備課  担当：紺野、鈴木、八島 

  電話：024-5２５－３７５５ 


